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会         議        記         録 

会 議 の 名 称 議会運営委員会 
会議場所 第３委員会室 

担当職員  阿久根由美子 

日 時 平成２６年９月１日（月曜日） 
開 議   午前 １０ 時 ００ 分 

閉 議   午前 １１ 時 ０８ 分  

出席委員 ◎湊 ○藤本  並河 中村  菱田 中澤 石野 馬場 ＜明田議長 小島副議長＞ 

執行機関 

出席者 
 

栗山市長、岸企画管理部長、門総務部長、木村総務部税・財政担当部長 

事務局 

出席者 

 

藤村局長、山内次長、山崎係長、坂田主任、阿久根副課長   

        

傍聴 可 市民 １名 報道関係者 １名 議員 ２名（酒井、井上） 

会 議 の 概 要 
 

１０：００ 

〔湊委員長 開議〕 
１ 平成２６年９月亀岡市議会定例会について 

〔事務局長 説明〕 
 

２ 議案の概要説明について 

〔市長等入室〕 

〔市長あいさつ、総務部長、総務部税・財政担当部長説明〕 

〔市長等退室〕 

１０：３４ 

 

３ 定例会日程  

〔事務局長 説明〕 
 

４ 開会日（９月８日）議事日程 

〔事務局長 説明〕 
 

５ 一般質問通告について 

〔事務局長 説明〕 
＜事務局長＞ 

 一般質問は市政の一般事務の範囲内である。質問時間を考え項目数を配慮願う。 

 

６ 質疑について 

〔事務局長 別紙説明〕 
＜湊委員長＞ 

 申合せの変更について意見を。 

＜馬場委員＞ 

 質疑と質問は違う。際限ない質疑は議員の公平性の観点からもどうか。全議員が周

知しておくべきである。本会議での質疑は一括質問方式がシンプルでよい。 
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＜中澤委員＞ 

 質疑すべき重要な事項かどうかは人によってとり方が違う。項目は制限していない

が３項目以内が通常だと思う。良識ある対応ができないなら３項目３回を申合せに

すればよいと思う。 

＜並河委員＞ 

 質疑なら３回が適当だと思う。 

＜石野委員＞ 

 今の申合せどおりでよい。 

＜馬場委員＞ 

 今回は議員の判断でやったと整理し、次回からは規則どおりにすればよいと思う。 

＜湊委員長＞ 

 質疑の趣旨を認識し、議員の良識の範囲内で行う。議員の公平性、委員会主義に十

分配慮して行う。これらの認識を各議員が持つことでよいか。 

＜馬場委員＞ 

 一問一答方式との選択制が一番良いが、3 項目程度なら一括質問方式ですればよい

と思う。 

＜明田議長＞ 

 5 項目されたら 3 項目で切ることになる。途中で切れば本人の思いが果たせないこ

ともある。一括質問方式にすればよいと思う。 

＜湊委員長＞ 

 3 回までなら一問一答方式で、それ以上は一括にすればという意見であるがどうか。 

＜馬場委員＞ 

 委員会で審査されるので、その中身は本会議では質疑しない。本会議で延々とやる

ものではない。会派に属していない議員は大変だと思うが、質問と質疑は違うとい

うことを認識しないといけない。 

＜事務局長＞ 

 今の申合せでは項目制限がない。項目と回数の違いを整理願う。 

＜湊委員長＞ 

 質疑は 3項目以内とすればよいか。 

＜馬場委員＞ 

 3 項目を目途とすればよい。本会議でだらだら質疑するのがよくない。 

＜菱田委員＞ 

 目途ではあいまいである。項目制限はせずに質疑者が注意点を考慮して行えばよい。 

＜湊委員長＞ 

 共通認識をすることでよいのか。 

＜馬場委員＞ 

 今回は議案の内容に対する質疑ではなかった。 

＜湊委員長＞ 

 申合せの変更はしないで、各議員が趣旨を認識し質疑を行うこととする。 

  

７ 陳情・要望について 

〔事務局長 説明〕 
＜事務局長＞ 
 本日、「水銀に関する水俣条約」に関する意見書提出の陳情書も提出された。 
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８ その他 

〔事務局長 説明〕 
＜事務局長＞ 
 8 月 25 日に吉田議員より（公財）環境事業公社への業務委託及び運営補助について

文書質問が出された。回答期限は 9月 7日である。 

 酒井議員がフェイスブックで臨時会での再付託動議について議事運営がどうなのか

という内容を載せられている。「簡易表決は有り？」ということであるが、起立採決

が行われたので誤解されている。また、再付託は議事日程の追加を要しない即決の動

議であり運営上の誤りはなかった。 
＜湊委員長＞ 
 議事運営は正確であった。今も掲載のままなら、議長から本人に注意すればよい。 
＜中澤委員＞ 
 投稿では議長に対する失礼な表現もあった。注意をするべき。 
＜湊委員長＞ 
 投稿を消してもらうことも伝えればいいと思う。 
＜菱田委員＞ 
 議長で対応願う。 
＜湊委員長＞ 
 副議長も対応願う。 
＜明田議長＞ 
 誤解は指摘しておく。 
＜馬場委員＞ 
 加えて、「訂正又は削除すべきであるが本人で判断されるように」と伝えればよい。 
＜湊委員長＞ 
議長から議運での意見も合わせて伝えてもらうこととする。 

＜藤本副委員長＞ 
 削除されなければ、対応を検討することになるのか。 
＜湊委員長＞ 
 声があがってくると思うので、そのときに対応する。 
 
 

      １１：０８ 
 
 


